
 京都市職員共済組合規程第１号 

  京都市職員共済組合貸付規程の一部を改正する規程の制定について 

 京都市職員共済組合貸付規程の一部を改正する規程を次のように制定する。 

   平成３１年３月２９日 

京都市職員共済組合 

理事長 岡田 憲和 

   京都市職員共済組合貸付規程の一部を改正する規程 

 京都市職員共済組合貸付規程（昭和３９年６月３０日組合規程第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第５条第１項第３号中「施行令第２３条の３の３」を「施行令第２３条の３の２」に改

める。                                   

 

  附 則 

 この変更は，平成３１年４月１日から施行し，平成２９年８月１日から適用する。 

 

（行財政局人事部厚生課） 


